
（平成２５年３月６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 3 件



  

福岡厚生年金 事案 4581 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立人は、申立期間①において厚生年金保険の被保険者であったと認めら

れることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を平成９年２月 13日に訂正することが必要である。 

 なお、申立期間①の標準報酬月額については、平成８年９月は 20 万円、

同年 10月から９年１月までは 19万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②のうち、平成９年２月 13日から同年 12月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同

年 12 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 19 万円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年９月 30日から９年２月 13日まで 

                      ② 平成９年２月 13日から 10年４月１日まで 

  年金事務所からの連絡により、Ａ社に勤務していた期間のうち、両申立期

間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

  両申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことは間違いないので、

両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録により、申立人は申立期間

①においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は平成８年９月 30 日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなった旨の処理が行われているが、申立人の同

社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同日以後の９年２月 13



 

日付けで、当初記録されていた８年 10 月１日の定時決定が取り消され、同

年９月 30 日に遡って同被保険者資格の喪失処理が行われている事跡が確認

できる。 

また、オンライン記録によれば、平成９年２月 13 日時点でＡ社において

厚生年金保険の被保険者であった７人についても、申立人と同様に８年９月

30 日に遡って厚生年金保険被保険者資格の喪失処理が行われている上、同

社に係る滞納処分票により、申立期間①当時、同社は厚生年金保険料を滞納

していたことが確認できる。 

さらに、商業登記簿により、Ａ社は申立期間①において法人事業所として

継続していることが確認できることから判断すると、同社は、申立期間①に

おいても、厚生年金保険法に定める適用事業所としての要件を満たしていた

ものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成８年９月 30 日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当

該喪失処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人のＡ社

に係る資格喪失日を、当該喪失処理が行われた９年２月 13 日とすることが

必要である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、喪失処理前のオンライン記

録から、平成８年９月は 20 万円、同年 10 月から９年１月までは 19 万円と

することが妥当である。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間

②においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社において、申立人と同様の業務に従事していたとする同僚が所

持する給与明細書によれば、申立期間②のうち、平成９年２月から同年 11

月までの期間に係る給与から厚生年金保険料を控除されていたことが確認で

きる。 

さらに、商業登記簿によれば、Ａ社は申立期間②において法人事業所と

して継続していることが確認できる上、同社に係るオンライン記録により

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述、及び雇用保

険の被保険者記録により、同社は、申立期間②においても、厚生年金保険

法に定める適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間②のうち、平成９年２月 

から同年 11 月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失

日は、９年 12月１日に訂正することが必要と認められる。 

また、平成９年２月から同年 11 月までの標準報酬月額については、訂正

処理前のオンライン記録から 19万円とすることが妥当である。 

 



  

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、申立期間②において適用事業所の要件を満たし

ていながら、社会保険事務所（当時）に対し、厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった旨の届出を行っていたと認められることから、社会保険事

務所は、当該期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該

期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間②のうち、平成９年 12 月１日から 10 年４月１日までの期間につ

いては、雇用保険の被保険者記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務し

ていたことは確認できるものの、前述の同僚が所持する９年 12 月分の給与

明細書によれば、同年同月は給与から厚生年金保険料が控除されていないこ

とが確認できる。 

また、申立人は当該期間に係る給与明細書を所持していない上、平成 10

年１月以降の期間については、当該同僚も給与明細書を所持していないこと

から、厚生年金保険料の控除の有無について確認することができない。 

さらに、Ａ社の当時の事業主に照会しても回答が得られないことから、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 4582 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立人は、申立期間①において厚生年金保険の被保険者であったと認めら

れることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を平成９年２月 13日に訂正することが必要である。 

 なお、申立期間①の標準報酬月額については、平成８年９月は 24 万円、

同年 10月から９年１月までは 26万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②のうち、平成９年２月 13日から同年 12月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同

年 12 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 26 万円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 平成８年９月 30日から９年２月 13日まで 

                       ② 平成９年２月 13日から 10年３月１日まで 

  年金事務所からの連絡により、Ａ社に勤務していた期間のうち、両申立期

間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

  両申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことは間違いないので、

両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

   

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録により、申立人は申立期間

①においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は平成８年９月 30 日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなった旨の処理が行われているが、申立人の同

社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同日以後の９年２月 13



  

日付けで、当初記録されていた８年 10 月１日の定時決定が取り消され、同

年９月 30 日に遡って同被保険者資格の喪失処理が行われている事跡が確認

できる。 

また、オンライン記録によれば、平成９年２月 13 日時点でＡ社において

厚生年金保険の被保険者であった７人についても、申立人と同様に８年９月

30 日に遡って厚生年金保険被保険者資格の喪失処理が行われている上、同

社に係る滞納処分票により、申立期間①当時、同社は厚生年金保険料を滞納

していたことが確認できる。 

さらに、商業登記簿により、Ａ社は申立期間①において法人事業所として

継続していることが確認できることから判断すると、同社は、申立期間①に

おいても、厚生年金保険法に定める適用事業所としての要件を満たしていた

ものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成８年９月 30 日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当

該喪失処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人のＡ社

に係る資格喪失日を、当該喪失処理が行われた９年２月 13 日とすることが

必要である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、喪失処理前のオンライン記

録から、平成８年９月は 24 万円、同年 10 月から９年１月までは 26 万円と

することが妥当である。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間

②においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社において、申立人と同様の業務に従事していたとする同僚が所

持する給与明細書によれば、申立期間②のうち、平成９年２月から同年 11

月までの期間に係る給与から厚生年金保険料を控除されていたことが確認で

きる。 

さらに、商業登記簿によれば、Ａ社は申立期間②において法人事業所と

して継続していることが確認できる上、同社に係るオンライン記録により

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述、及び雇用保

険の被保険者記録により、同社は、申立期間②においても、厚生年金保険

法に定める適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間②のうち、平成９年２

月から同年 11 月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪

失日は、９年 12月１日に訂正することが必要と認められる。 

また、平成９年２月から同年 11 月までの標準報酬月額については、訂正

処理前のオンライン記録から 26万円とすることが妥当である。 



  

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、申立期間②において適用事業所の要件を満たし

ていながら、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった旨の届出を行っていたと認められることから、社会保険事務所は

当該期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

、

 

３ 申立期間②のうち、平成９年 12 月１日から 10 年３月１日までの期間につ

いては、雇用保険の被保険者記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務し

ていたことは確認できるものの、前述の同僚が所持する９年 12 月分の給与

明細書によれば、同年同月は給与から厚生年金保険料が控除されていないこ

とが確認できる。 

また、申立人は当該期間に係る給与明細書を所持していない上、平成 10

年１月以降の期間については、当該同僚も給与明細書を所持していないこと

から、厚生年金保険料の控除の有無について確認することができない。 

さらに、Ａ社の当時の事業主に照会しても回答が得られないことから、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

、



  

福岡厚生年金 事案 4583 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成５年 10

月 27 日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

 なお、平成５年５月から同年９月までの標準報酬月額については、38 万円

とすることが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月 31日から７年７月１日まで 

Ｂ社（平成５年３月８日にＡ社へ名称変更）を立ち上げた際に、同社の

現在の社長から、「経理は私がするので、社長になってほしい。」と頼ま

れ引き受けた。申立期間においては、途中で社長の任を解かれたことも知

らず、会社の名前が変わっただけだと思っていた。同社からは、継続して

給与が振り込まれており、給与からは、厚生年金保険料が控除されていた

はずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時に給与の振り込みを受けていたとする口座において、申立人か

ら提出された平成５年１月５日から７年 12 月 29 日までの期間に係る預金取

引明細照会により、毎月５日頃にＡ社からの振り込みが確認できる上、申立

期間当時、同社に係る雇用保険被保険者の記録が確認できる複数の同僚の供

述から、申立人は、申立期間において申立事業所に勤務していたことが認め

られる。 

 一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

資格の喪失日は、平成５年５月 31 日となっており、当該処理は、同社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった同年７月 31 日より後の同年 10 月 27 日付

けで遡って行われ、かつ同日付けで同年９月 13 日に処理された同年 10 月の

定時決定の記録が取り消されている上、申立期間において同社に係る雇用保

険の被保険者記録が確認できる複数の同僚についても、同年 10 月 27 日付け

  



 

で申立人と同様に遡って資格喪失の処理が行われていることが確認できる。 

  また、Ａ社は、商業法人登記簿謄本によると、現在も存続しており、平成５

年７月 31 日においては適用事業所としての要件を満たしていたと認められる

ことから、社会保険事務所（当時）においてこのような処理を行う合理的な

理由は見当たらない。 

  さらに、全国健康保険協会の回答によると、申立人は、平成５年５月 31 日

から７年５月 31 日までの期間において、健康保険任意継続被保険者になって

いることが確認できるところ、任意継続被保険者になるためには、直前の健

康保険被保険者の資格を喪失後、20 日以内に任意継続被保険者資格の申請書

を社会保険事務所に提出する必要があるものの、Ａ社の厚生年金保険被保険

者であった申立人を含む８人は、同社における健康保険被保険者の資格喪失

の処理が行われた後に、約５か月遡って任意継続被保険者になっていること

がうかがえる。 

  加えて、Ａ社の事業主は、「当時、経営不振となり、保険料が支払えないこ

とから、一旦適用事業所から外れる手続を行い、全従業員を集め任意継続の

健康保険に切り替える旨を説明した。健康保険料は、会社でまとめて納付し

ていた。」と回答していることから、申立期間当時、同社において厚生年金

保険料の滞納があったことが推認できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者の

資格について、平成５年５月 31 日に同資格を喪失した旨の処理を行う合理的

な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないこと

から、申立人の同社に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、申立人に

係る厚生年金保険の被保険者資格が遡って喪失した旨の処理が行われた同年

10月 27 日とすることが妥当であると認められる。 

  なお、平成５年５月から同年９月までの標準報酬月額については、同年４月

のオンライン記録から、38万円とすることが妥当である。 

  他方、申立期間のうち平成５年 10 月 27 日から７年７月１日までの期間につ

いては、Ａ社に係る雇用保険の被保険者記録が全ての申立期間に確認できる

同僚が保管する６年３月から同年５月までの給与支給明細書における厚生年

金保険料欄において、保険料が控除されていることが確認できるものの、控

除された金額は、当時の国民年金保険料相当額である上、 オンライン記録に

おいて、当該同僚の同年３月から同年５月までの期間に係る国民年金保険料

は、納付済みの記録となっている。 

また、申立期間において国民年金の納付記録が確認できる複数の同僚は、当

該期間の国民年金保険料を納付した記憶がなく、事業主から国民年金への切替

えについての説明を受けた旨供述している上、オンライン記録により、当該複

数の同僚に係る当該期間の国民年金保険料は、一括して複数回納付されている

ことが確認でき、事業主が従業員の国民年金保険料を納付していた可能性がう

 

 

 

 

 

 

 



  

かがえることから、事業主が厚生年金保険料を給与から控除していたとは考え

難い。 

  さらに、Ａ社の事業主は、当時の資料を保管しておらず、申立人の給与から

厚生年金保険料を控除していたことを確認することはできない。 

  このほか、申立人の申立期間のうち平成５年 10 月 27 日から７年７月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立人の申立期間のうち当該期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 4584 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 36 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を１万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月 31日から同年６月１日まで 

 Ａ社にＤ業務担当として勤務していたが、申立期間に係る厚生年金保険の

被保険者記録が確認できない。勤務地がＥ県Ｆ市からＧ県Ｈ市に移ったこ

とはあったが、申立期間において継続して勤務していたことは事実である

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答及び複数の元従業員の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続

して勤務し（Ａ社Ｃ事業所から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人のＡ社Ｃ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

Ａ社本社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 36 年６月１日である

ことが確認できることから、同日とするのが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所における

昭和 36 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥

当である。 

 なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 36 年

  

  



  

６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31 日

と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 46年３月まで 

  私は、昭和 46 年に自宅に来訪した役所職員から国民年金に加入するよう

にと言われたため、夫と一緒に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付し始めた。その際、役所職員から、夫に万が一のことがあった場合に

も、年金がもらえるようにしたらどうかと勧められ、私は夫より１年分多く

保険料を現金で支払った。その時にもらった「引換用紙」は、後日、国民年

金手帳と引換えに、その職員に返したので現在は手元に無いが、申立期間が

未納とされていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿

により、昭和 47年１月 10日に連番で払い出されていることが確認できる上、

申立期間当時、申立人に対して、別の記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

 また、申立人は、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付し始め

た際に、役所職員に勧められ、夫に万が一のことがあった場合のため、夫より

１年分多く保険料を現金で納付したと申し立てているところ、前述の記号番号

の払出時点以降においては、申立期間の保険料は過年度納付によらなければ納

付することができないが、ⅰ）Ａ市は、申立期間当時、Ａ市及び同市の国民年

金推進員は過年度の保険料を収納することができなかったと回答していること、

ⅱ）Ｂ年金事務所は、申立期間当時の過年度の保険料の収納は主に納付書によ

り行われている上、国民年金手帳の発行前に過年度の保険料を社会保険事務所

（当時）の職員が集金していたとは考え難いと回答していること、ⅲ）申立人

は、申立期間の保険料を納付書により金融機関等で納付した記憶が無いと供述

  



  

していることを踏まえると、当該払出時点以降において、申立人が、申立期間

の保険料を過年度納付していたとは考え難い。 

 さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

  

  



  

福岡国民年金 事案 2628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年１月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から 63年３月まで 

  年金事務所に国民年金保険料の納付記録を確認したところ、申立期間の保

険料が未納とされていることが分かった。母が、Ａ市役所で私の国民年金

の加入手続を行い、以降の国民年金保険料を納付していた。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 63 年４月に払い出されていることが確認でき、それ以前に別の記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、Ａ市が保管する申立人に係る国民年金被保険者カードにより、申立

人は昭和 63年４月 22日に国民年金任意加入の被保険者資格を取得しているこ

とが確認でき、申立期間は国民年金に未加入の期間となっていることから、申

立人の母親は申立期間の国民年金保険料を納付することができなかったものと

考えられる。 

さらに、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2629 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 61年３月まで 

申立期間当時、私が勤務していた事業所は厚生年金保険に加入していな

かったため、就職時の話合いにより国民年金保険料額に相当する額を支給

してもらう取決めとなっていたはずである。妻が、妻と私の分を合わせて

二人分の国民年金保険料を納付していたので、申立期間を国民年金保険料

の納付済期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、｢申立期間の国民年金保険料については、私が夫婦二人分を

一緒に納付していた。｣と主張しているところ、申立人の妻が提出した国民年

金保険料領収書により、申立人の妻の昭和 59 年 10 月から 60 年３月までの保

険料が 59 年 12 月 19 日に、60 年４月から同年９月までの保険料が同年５月

28 日に、同年 10 月から 61 年３月までの保険料が 60 年 12 月 25 日に納付され

ていることが確認できる。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 61 年７月 28 日に払い出されていることが確認できる上、

申立人の妻が提出した申立人の年金手帳の国民年金の欄に「初めて被保険者

となった日」として申立期間より後の同年７月 29 日と記載されていることが

確認できるとともに、Ａ市の国民年金被保険者名簿により、申立人の国民年

金被保険者の資格取得日は同年７月 29 日と記録されていることが確認できる

ことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、申立人の妻

が申立人の国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 



  

また、申立人の妻は、申立人の国民年金の加入手続について記憶が明確で

はない上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人の妻が申立期間に係る申立人の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

福岡国民年金 事案 2630 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から平成元年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から平成元年６月まで 

申立期間当時、国民年金の集金をしていた地区の区長に、私の父が、私

の国民年金保険料を手渡しで納付していたと記憶している。私は、納付期

間や金額をはっきり記憶しておらず、年金手帳がいつ交付されたのかも記

憶していないが、父親が納めていたのは間違いないので、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された記録は無く、申立人が

申立期間当時に国民年金に加入していたことをうかがわせる事情は確認でき

ない上、申立人の基礎年金番号は、基礎年金番号制度が導入された平成９年

１月当時に、申立人が加入していた厚生年金保険の番号を基に付番されてお

り、当該基礎年金番号にほかの記号番号が統合された記録も見当たらない。 

 また、申立人は国民年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付して

いたとする申立人の父親は、国民年金の加入手続に関する記憶、申立人に係

る納付書が送付された記憶、及び納付に関する記憶がない旨供述しており、

具体的な加入状況及び納付状況が不明である。 

 さらに、申立人は、申立期間のうち昭和 62 年７月から 63 年３月までの期間
おぼ

が学生であった旨供述しているところ、申立人の父親は、「はっきりとは憶

えていないが、学生時代は、国民年金保険料を納付していなかったと思

う。」と供述している。 

 加えて、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

  

  

  

  

 



  

福岡厚生年金 事案 4585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年５月１日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 63 年５月から平成元年７月末日までの期間、Ａ社に継続して

勤務し、Ｂ業務等に従事していたにもかかわらず、厚生年金保険被保険者

の資格取得日が昭和 63 年 10 月１日と記録されていることに納得できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所における申立人の前任者で、厚生年金保険被保険者資格を昭和

63 年８月 31 日に喪失していることが確認できる同僚は、当該事業所で数か月

間を申立人と一緒に勤務したと供述していることから、申立人は、勤務の開始

日は特定できないものの、当該事業所において厚生年金保険被保険者資格を取

得した日と記録されている日以前から、勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日は、申立

事業所から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標

準報酬決定通知書」により昭和 63年 10 月１日と届け出られていることが確認

でき、雇用保険の被保険者記録及びオンライン記録と一致している。 

また、申立事業所は、申立期間当時、従業員について、採用からおおむね

６か月間を見習い期間とし、ある程度業務に慣れたことが確認できた時点で厚

生年金保険への加入手続を行い保険料の控除を行っていた旨回答しているとこ

ろ、オンライン記録により、申立期間において当該事業所に係る厚生年金保険

の被保険者記録が確認できる複数の同僚が、当該事業所で勤務を開始したと供

述している時期と厚生年金保険被保険者資格の取得日とが符合していないこと

が確認できることから、申立期間当時、事業主は、従業員全員について必ずし

も採用と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 



  

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 4586 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から 56年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、申立

期間前後と比べ、低い金額で記録されていることが分かった。 

申立期間当時、給与が上がることはあっても下がることは無かったので、

調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した、Ａ社が昭和 56 年６月 26 日付けで発行した「昇給賃金

構成・等級号俸通知書」によれば、申立期間当時、申立人にオンライン記録

の標準報酬月額を上回る額の給与が支給されていた可能性はうかがえる。 

しかしながら、当該通知書には、申立期間に、申立人に対して支給された

具体的な給与支給額及び厚生年金保険料の控除額の記載は無く、申立人がそ

の主張する報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認することができない。 

また、適用事業所名簿によれば、Ａ社は平成 12 年 12 月 20 日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっており、同社に係る商業登記簿謄本により

同社は 17 年３月＊日に破産終結していることが確認できる上、同社の元事業

主及び同社の元破産管財人は、「申立人に係る資料は保管していない。」と

回答しているため、申立人の申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間

当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者の標準報酬月額の推移を

確認したところ、申立期間に標準報酬月額が減額となっている者が多数確認

できる。 

、



  

加えて、申立人の申立期間における標準報酬月額について、前述の被保険

者原票の記録とオンライン記録は一致している上、申立人の標準報酬月額が

遡って引き下げられているなどの不自然な点は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資

料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡（熊本）厚生年金 事案 4587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年９月１日から同年 10月１日まで 

② 平成９年 10月１日から 11年１月１日まで 

③ 平成 11年 10 月１日から 12年 10 月１日まで 

   Ａ社に勤務した期間のうち申立期間①に係る標準報酬月額の記録並びにＢ

社に勤務した期間のうち申立期間②及び③に係る標準報酬月額の記録が、

私に実際に支給されていた給与額と相違しているので、全ての申立期間に

係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ企業年金基金が提出した標準報酬記録表によれば、申立人の申立期間①

から③までに係る健康保険組合及び厚生年金基金の標準報酬月額は、オンライ

ン記録と一致していることが確認できる。 

また、申立事業所の事業及び厚生年金保険の権利義務関係を承継している

Ｄ社は、申立人が主張する給与支給額及び厚生年金保険料の控除額が確認でき

る資料を保管していないと回答している上、申立人が提出した平成 10 年分か

ら 12 年分までの給与所得の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額

を検証すると、申立期間のうち９年 12月から 10年 12月までの期間及び 11年

10 月から 12 年９月までの期間については、オンライン記録どおりの標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間①から③までについて、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 


